
（様式 3／業務委託／役務提供型／単年度等） 

業 務 委 託 契 約 書（単価契約） （案） 

頭 書 

１ 

 

業務の名称 

 

（一括）産業廃棄物収集・運搬及び再生処分業務（中央区） 

 

２ 

 

業務の場所 

 

浜松市立小学校、中学校及び幼稚園（別紙のとおり） 

 

３ 業務委託料 金      円／１㎥当たり 

  （うち取引に係る消費税及び地方消費税の額    円／１㎥当たり） 

４ 履 行 期 間 令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 

   

５ 契約保証金 浜松市契約規則第２７条第１項第３号により免除 

６ 支払期限等 第１３条のとおり（請求の日から起算して３０日以内） 

７ 前 金 払 不可 

８ 

 

仕 様 書 等 

 

産業廃棄物収集・運搬及び処分に関する特約条項、仕様書 

 

委託者と受託者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、上記の頭書及び裏面の  

条項により業務委託契約を締結する。 

この契約の証として本書２通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自１通を保有する。 

 

令和 年 月 日 

 

委託者 所 在 地 浜松市中央区元城町１０３番地の２ 

 名 称 浜松市 

  代表者 浜松市長 中野 祐介  ㊞ 

 

受託者 住所又は所在地  

 氏名又は名称  

                   ㊞ 

 

 



 

条 項 

 

（総則） 

第１条 委託者及び受託者は、この契約書（頭書を含む。以下同じ。）に基づき、別紙の仕様

書等（頭書８に記載する全ての文書をいう。以下同じ。）に従い、日本国の法令を遵守し、

この契約（この契約書及び仕様書等を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。）を履

行しなければならない。 

２ 受託者は、この契約書記載の履行期間（以下「履行期間」という。）内に、この契約書及

び仕様書等記載の業務（以下「業務」という。）を完了させるものとし、委託者は、その業

務委託料を支払うものとする。 

３ 受託者は、この契約書若しくは仕様書等に特別の定めがあるとき又は委託者の指示若し

くは委託者と受託者との合意があるときを除き、業務を完了するために必要な一切の手段

をその責任において定めるものとする。 

４ この契約書と仕様書等で記載内容に相違があるときは、仕様書等の記載内容が優先する

ものとする。また、仕様書等の中で記載内容に相違があるときは、頭書８の記載順が後の

文書の記載内容が優先するものとする。 

５ この契約書に定める指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答、催告及び解除

（以下「指示等」という。）は、書面によって行うものとする。ただし、緊急やむを得ない

事情があるときは、委託者及び受託者は、指示等を口頭で行うことができるものとする。 

６ 委託者及び受託者は、この契約の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議

の内容を書面に記録するものとする。 

７ 受託者が共同企業体を構成しているときにおいては、委託者は、この契約に基づくすべ

ての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、委託者が当該代表者に対して行っ

たこの契約に基づくすべての行為は、当該共同企業体のすべての構成員に対して行ったも

のとみなす。また、受託者は、委託者に対して行うこの契約に基づくすべての行為につい

て当該代表者を通じて行うものとし、共同企業体の構成員は、この契約に基づき委託者に

対して負うすべての債務について、連帯して責任を負うものとする。 

８ この契約の締結及び履行に関し必要な費用は、受託者の負担とする。 

 

（業務の目的及び内容） 

第２条 この契約は、委託者が受託者に対し、頭書１に記載する業務を委託することを目的

とする。 

２ 業務の内容は、仕様書等のとおりとする。 

 

（業務の場所） 

第３条 業務は、頭書２に記載する場所で履行するものとする。 

 



（業務委託料） 

第４条 業務委託料は、頭書３に記載する金額とする。 

 

（履行期間） 

第５条 履行期間は、頭書４に記載の通り。 

 

（契約保証金） 

第６条 契約保証金は、頭書５に記載の通り。 

 

（業務予定表等の提出） 

第７条 受託者は、この契約締結後、遅滞なく次の各号に掲げる文書を委託者に提出しなけ

ればならない。ただし、委託者が特に認めるときは、当該文書の提出を省略することがで

きる。 

 (1) 業務予定表  

(2) 業務責任者の届出書 

 (3) その他仕様書等で定める書類 

２ 委託者は、前項本文の規定により提出された文書を受理したときは、遅滞なくその内容

を確認し、必要があると認めるときは、業務予定の変更を受託者に求めることができる。 

３ 第１項の規定により提出された文書について、提出後に内容の変更があった場合におい

て、委託者が必要があると認めるときは、受託者に対して当該文書の全部又は一部の再提

出を求めることができる。 

 

（業務委託の調査等） 

第８条 委託者は、必要に応じ、受託者に対し、業務の履行状況について調査し、又は報告

を求めることができ、受託者は、これに速やかに応じなければならない。 

２ 委託者は、前項の調査又は報告の結果、業務の完了のために必要があると認めるときは、

受託者に対し、業務に関する指示を行うものとし、受託者は、当該指示に従い業務を行う

ものとする。 

 

（業務完了報告書等の提出） 

第９条 受託者は、業務が完了したときは、委託者に対し、業務完了報告書を直ちに提出し

なければならない。 

２ 前項の場合において、業務完了報告書のほかに仕様書等に定める提出物があるときは、

当該提出物を併せて提出しなければならない。 

 

（検査等） 

第１０条 委託者は、業務完了報告書及び前条第２項に規定する提出物を受理したときは、

直ちに当該業務について、第２条の目的並びに仕様書等に定める内容、履行水準、種類、



品質及び数量（以下「契約内容」という。）に適合しているかを検査し、検査の合否を判定

するものとする。 

２ 前項の検査において、不合格と判定されたときは、受託者は、委託者が定める相当の期

間内に、委託者が指示する方法で業務の再履行又は追加を行い、改めて前項の検査を受け

なければならないものとし、合格と判定されるまで、以後も同様とする。 

３ 前項の場合において、当該業務の性質が業務の再履行又は追加に適さないときは、委託

者は、同項の規定による業務の再履行又は追加に代えて、不合格部分の業務に相応する業

務委託料の減額を受託者に請求することができるものとする。 

４ 前項の規定により業務委託料の減額を請求する場合において、その減額割合は、次の各

号のいずれかの方法により定めるものとする。 

(1) 仕様書等に減額割合についての定めがあるときは、委託者がその定めに基づき決定し、

受託者に通知する。 

(2) 仕様書等に減額割合についての定めがないときは、委託者と受託者が協議して決定す

る。 

５ 前３項の規定は、委託者による解除権の行使及び受託者に対する損害賠償請求を妨げる

ものではない。 

 

（支払の請求） 

第１１条 受託者は、前条第１項の検査に合格したときは、業務委託料の支払を委託者に請

求することができるものとする。 

 

（前金払の請求） 

第１２条 受託者は、頭書７に前金払を認める記載があるときは、前条の規定にかかわらず、

業務委託料の前金払を委託者に請求することができるものとする。 

 

（支払期限等） 

第１３条 委託者は、前２条の規定による請求を受けたときは、その日から起算して３０日

以内に業務委託料を受託者の指定する金融機関の口座に振り込むことにより支払うものと

する。なお、振込にかかる手数料は、第１条第８項の規定にかかわらず、委託者が負担す

るものとする。 

 

（権利義務の譲渡等の禁止） 

第１４条 受託者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させ

てはならない。ただし、あらかじめ委託者の承諾を得たときは、この限りでない。 

 

（一括再委託の禁止） 

第１５条 受託者は、業務の履行を一括して他に委託し、又は請け負わせてはならない。 

２ 受託者は、やむを得ず、業務の一部を再委託するときは、委託者と事前に協議した上で、



業務委託一部再委託届を提出するものとする。 

 

（仕様書等の変更）  

第１６条 委託者は、必要があると認めるときは、仕様書等の変更内容を受託者に通知して、

仕様書等を変更することができる。 

２ 委託者は、前項の場合において必要があると認めるときは、履行期間若しくは業務委託

料を変更し、又は受託者に損失（逸失利益を除く。）が生じたときは必要な負担をするもの

とする。 

 

（不可抗力による業務の中止） 

第１７条 受託者は、天災等委託者と受託者のいずれの責めに帰すことができない事由  

（以下「不可抗力」という。）により業務の全部又は一部を中止する必要があると認めると

きは、委託者と協議の上、業務の全部又は一部を中止することができる。 

２ 委託者は、不可抗力により業務の全部又は一部を中止する必要があると認めるときは、

受託者に通知して、業務の全部又は一部を中止させることができる。 

３ 前２項の規定により業務を中止したときは、委託者は、業務委託料から当該中止した業

務の対価に相応する金額を差し引いた金額を受託者に支払うものとする。このときにおい

て、委託者は、当該中止により受託者に生じた損失を負担しない。 

 

（その他の事由による業務の中止） 

第１８条 委託者は、不可抗力以外の事由が生じた場合において必要があると認めるときは、

受託者に通知して、業務の全部又は一部を中止させることができる。 

２ 委託者は、前項の規定により業務を中止させた場合において必要があると認めるときは、

履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受託者に損失（逸失利益を除く。）が生じたと

きは必要な負担をするものとする。 

 

（受託者の請求による履行期間の延長変更） 

第１９条 受託者は、受託者の責に帰すことができない事由によって履行期間内に業務を完

了することができないときは、その理由を明示して、委託者に履行期間の延長変更を請求

することができる。 

２ 委託者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認めるときは、

履行期間を延長変更するものとする。 

３ 前項の規定による履行期間の延長変更が委託者の責めに帰すべき事由によるときは、委

託者は、業務委託料について必要と認める増額変更を行い、又は受託者に損失（逸失利益

を除く。）が生じたときは必要な負担をするものとする。 

４ 第２項の規定による履行期間の延長変更が委託者と受託者のいずれの責めにも帰すこと

ができない事由によるときは、業務委託料の変更は行わないものとし、履行期間の延長変

更により必要となる費用は、受託者が負担するものとする。 



 

（履行期間の変更方法） 

第２０条 この契約の規定により履行期間を変更するときは、委託者と受託者が協議して変

更後の履行期間を定めるものとする。ただし、協議開始の日から１４日以内に協議が整わ

ないときは、委託者が定め、受託者に通知するものとする。 

 

（業務委託料の変更方法） 

第２１条 この契約の規定により業務委託料を変更するときは、委託者と受託者が協議して

変更後の業務委託料を定めるものとする。ただし、協議開始の日から１４日以内に協議が

整わないときは、委託者が定め、受託者に通知するものとする。 

 

（臨機の措置） 

第２２条 受託者は、業務の履行に関して、天災等による被害防止等のため必要があると認

めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、緊急やむを得ない

ときを除き、受託者は、あらかじめ委託者の意見を聴かなければならない。 

２ 受託者は、前項に規定する臨機の措置をとったときは、速やかに委託者に対して、その

内容を通知しなければならない。 

３ 委託者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、受託者に対して臨機の措置を

とることを請求することができる。 

 

（事故等の報告と処理等） 

第２３条 受託者は、業務に関して事故その他業務の履行に支障を及ぼす事態（以下「事故

等」という。）が発生したときは、直ちに委託者に報告しなければならない。 
２ 受託者は、自己の責任において事故等を処理するものとする。ただし、委託者から事故

等の処理について指示があったときは、その指示に従い処理するものとする。 
３ 受託者は、事故等が発生したことにより、業務予定表に従った業務の履行ができないこ

とが判明したときは、速やかにその旨を委託者に報告しなければならない。 
 

（一般的損害） 

第２４条 業務の完了前に、業務の履行に関して生じた損害（次条及び第２６条に規定する

損害を除く。）は、受託者が負担する。ただし、その損害（仕様書等に定めるところにより

付された保険により、てん補された部分を除く。）のうち、委託者の責めに帰すべき事由に

より生じたものについては、委託者が負担する。 

 

（第三者に及ぼした損害） 

第２５条 業務の履行に関して第三者に損害が生じたときは、受託者が当該第三者に対して

当該損害を賠償するものとする。ただし、その損害賠償額（仕様書等に定めるところによ

り付された保険により、てん補された部分を除く。）のうち、委託者の責めに帰すべき事由



により生じたものについては、委託者が負担する。 

 

（不可抗力による損害） 

第２６条 業務の完了前に、不可抗力により業務の履行に関して生じた損害については、受

託者が負担する。 

 

（委託者の催告による解除） 

第２７条 委託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約の全部又は一部を解

除することができる。 

(1) 受託者が業務を履行しない場合において、委託者が相当の期間を定めてその履行の催

告をしたにもかかわらず、その期間内に履行がないとき。 

(2) 第１０条第１項の検査が不合格の場合において、委託者が相当な期間を定めて業務の

再履行又は追加を催告したにもかかわらず、その期間内に契約内容に適合する業務の再

履行又は追加がないとき。 

(3) 前２号に掲げる場合のほか、受託者がこの契約に違反した場合において、委託者が相

当な期間を定めて、その違反を是正するよう催告したにもかかわらず、その期間内に違

反が是正されないとき。 

 

（委託者の催告によらない解除） 

第２８条 委託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、受託者に何らの催告をするこ

となく直ちにこの契約を解除することができる。 

(1) 業務の全部の履行が不能であるとき。 

(2) 受託者が業務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 

(3) 業務の一部の履行が不能である場合又は受託者が業務の一部の履行を拒絶する意思

を明確に表示した場合において、残存する部分のみではこの契約の目的を達することが

できないとき。 

(4) この契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行を

しなければこの契約の目的を達することができない場合において、受託者が業務を履行

しないでその時期を経過したとき。 

(5) 第１号から前号までに掲げる場合のほか、受託者が業務を履行せず、委託者が前条の

催告をしてもこの契約の目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明

らかであるとき。 

(6) 受託者（受託者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号

において同じ。）が、この契約に関して次のいずれかに該当したとき。 

ア 受託者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第

５４号。以下「独占禁止法」という。）第３条の規定に違反し、又は受託者が構成

事業者である事業者団体が独占禁止法第８条第１号の規定に違反したことにより、

公正取引委員会が受託者に対し、独占禁止法第７条の２第１項（独占禁止法第８



条の３において準用する場合を含む。）の規定に基づく課徴金の納付命令（以下「納

付命令」という。）を行い、当該納付命令が確定したとき（確定した当該納付命令

が独占禁止法第６３条第２項の規定により取り消された場合を含む。）。 

イ 納付命令又は独占禁止法第７条若しくは第８条の２の規定に基づく排除措置命

令（これらの命令が受託者又は受託者が構成事業者である事業者団体（以下「受

託者等」という。）に対して行われたときは、受託者等に対する命令で確定したも

のをいい、受託者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべ

てが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措

置命令」という。）において、本契約に関し、独占禁止法第３条又は第８条第１号

の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。 

ウ 納付命令又は排除措置命令により、受託者等に独占禁止法第３条又は第８条第

１号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象と

なった取引分野が示された場合において、本契約が、当該期間（これらの命令に

係る事件について、公正取引委員会が受託者に対し納付命令を行い、これが確定

したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為

の実行期間を除く。）に入札（見積書の提出を含む。）が行われたものであり、か

つ、当該取引分野に該当するものであるとき。 

エ この契約に関し、受託者（法人にあっては、その役員又は使用人を含む。）の刑

法（明治４０年法律第４５号）第９６条の６若しくは情報処理の高度化等に対処

するための刑法等の一部を改正する法律（平成２３年法律第７４号）による改正

前の刑法第９６条の３（情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改

正する法律附則第８条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけ

る当該規定を含む。）又は独占禁止法第８９条第１項若しくは第９５条第１項第１

号に規定する刑が確定したとき。 

(7) 前号に定めるものを除くほか、受託者又はその代理人若しくは使用人が、この契約の

締結又は履行に当たり、不正な行為をしたとき。 

(8) 受託者又はその代理人若しくは使用人が、正当な理由がなく、委託者の調査又は検査

の実施に当たり、その職務の執行を妨害したとき。 

(9) 第２９条に規定する事由によらないで、受託者がこの契約の解除を申し出たとき。 

(10）受託者について、破産手続開始が決定されたとき。 

(11) 受託者（受託者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号

において同じ。）が次のいずれかに該当するとき。 

ア 役員等（受託者が個人である場合にはその者を、受託者が法人である場合には

その役員又は支店若しくは常時業務委託の契約を締結する事務所の代表者をいう。

以下この号において同じ。）が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

（平成３年法律第７７号）第２条第６号に規定する暴力団員又は同号に規定する

暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者（以下「暴力団員等」という。）

であると認められるとき。 



イ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定

する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると

認められるとき。 

ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害

を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用するなどしたと認められる

とき。 

エ 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与す

るなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与して

いると認められるとき。 

オ 役員等が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している

と認められるとき。 

カ 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該

当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 

キ 受託者が、アからオまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の

相手方としていた場合（カに該当する場合を除く。）に、委託者が受託者に対して

当該契約の解除を求め、受託者がこれに従わなかったとき。 

(12) 受託者が、支払停止、支払不能状態に陥ったとき、又は受託者の手形若しくは小切

手が不渡りとなったときにおいて、この契約の目的を達するのに足りる履行がされる

見込みがないことが明らかであるとき。 

(13) 受託者が、差押え、仮差押え、仮処分若しくは競売の申立て、又は公租公課の滞納

処分を受けたときにおいて、この契約の目的を達するのに足りる履行がされる見込み

がないことが明らかであるとき。 

２ 委託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、受託者に何らの催告をすることなく

直ちにこの契約の一部を解除することができる。 

(1) 業務の一部の履行が不能であるとき。 

(2) 受託者がその業務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 

 

（受託者による解除） 

第２９条 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することがで

きる。 

(1) 第１６条の規定により仕様書等を変更したことによって業務委託料の額が３分の２

以上減少したとき。 

(2) 委託者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。 

２ 受託者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において損害があるときは、その

損害の賠償を委託者に請求することができる。 

 

（違約金） 

第３０条 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、業務委託料の１００分の１０



に相当する額を違約金として、委託者の指定する期間内に委託者に支払わなければならな

い。 

(1) 第２７条又は第２８条の規定によりこの契約が解除されたとき。 

(2) 受託者が業務の履行を拒否し、又は、受託者の責めに帰すべき事由によって業務が履

行不能となったとき。 

(3) 受託者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法（平成１６年法律

第７５号）の規定により選任された破産管財人がこの契約を解除したとき。 

(4) 受託者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法（平成１４年

法律第１５４号）の規定により選任された管財人がこの契約を解除したとき。 

(5) 受託者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法（平成１１年

法律第２２５号）の規定により選任された再生債務者等がこの契約を解除したとき。 

 

（独占禁止法違反等があったときの違約金） 

第３１条 受託者は、第２８条第１項第６号に該当したときは、委託者がこの契約を解除す

るか否かにかかわらず、前条の違約金とは別に、業務委託料の１００分の２０に相当する

額を違約金として、委託者の指定する期間内に委託者に支払わなければならない。 

２ 前項の規定は、業務の完了後においても適用する。 

 

（受託者に履行遅滞があったときの遅延損害金）  

第３２条 受託者は、受託者の責めに帰すべき事由により履行期間内に業務が完了しないと

きは、委託者がこの契約を解除するか否かにかかわらず、前２条の違約金とは別に、遅延

損害金を委託者の指定する期間内に委託者に支払わなければならない。 

２ 前項に規定する遅延損害金の額は、業務委託料の額につき、遅延日数に応じ、この契約

の締結日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和２４年法律第２５６号）

第８条第１項の規定に基づき財務大臣が決定する率（以下「遅延損害金約定利率」という。）

の割合で計算した額とする。 

３ 前項に規定する遅延日数は、履行期間経過後に業務が完了したときは、履行期間の満了

日の翌日からその業務完了日までの日数とし、履行期間経過後に業務の完了を待たず委託

者がこの契約を解除したときは、履行期間の満了日の翌日からその解除日までの日数とす

る。 

 

（違約金等の計算基礎とする業務委託料） 

第３３条 前３条の違約金又は遅延損害金（以下「違約金等」という。）の計算の基礎とする

業務委託料は、次表に基づき委託者が定めるものとする。 

(1) 総価契約のとき 業務委託料の総額 

(2) 単価契約のとき（複数単価契約

のときを除く。） 

単価に予定数量を乗じて得た額 



(3) 複数単価契約のとき 各単価に各予定数量を乗じて得た額の合計額 

(4) 長期継続契約のとき 月額の業務委託料に履行期間の月数を乗じて得

た額、又は年額の業務委託料に履行期間の年数を

乗じて得た額 

(5) 業務委託料に変更があった 

とき 

変更後の業務委託料。 

 

（委託者の損害賠償請求権） 

第３４条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた

損害の賠償を請求することができる。 

(1) 履行期間内に業務を完了することができないとき。 

 (2) 第２７条又は第２８条の規定により、この契約が解除されたとき。 

 (3) 前２号に掲げる場合のほか、受託者が契約内容に適合した履行をしないとき又は契約

内容に適合した履行が不能であるとき。 

２ 委託者は、違約金等の支払を受けた場合であっても、当該違約金等が前項の損害の全額

を補うことができないときは、前項の損害額からその違約金等を差し引いた金額を受託者

に請求することができる。 

 

（違約金等の支払いが遅れたときの遅延損害金） 

第３５条 委託者は、受託者が違約金等又は前条に規定する損害賠償金を委託者が指定する

期日までに支払わないときは、遅延損害金を受託者に請求することができる。 

２ 前項に規定する遅延損害金の額は、支払いが遅れた違約金等又は損害賠償金の額につき、

遅延日数に応じ、遅延損害金約定利率の割合で計算した額とする。 

 

（委託者に履行遅滞があったときの遅延損害金） 

第３６条 受託者は、委託者の責めに帰すべき事由により業務委託料の支払いが遅れたとき

は、遅延損害金を委託者に請求することができる。 

２ 前項に規定する遅延損害金の額は、支払いが遅れた業務委託料の額につき、遅延日数に

応じ、遅延損害金約定利率の割合で計算した額とする。 

 

（解除の効果） 

第３７条 この契約が解除されたときは、第１条第２項に規定する委託者及び受託者の義務

は消滅する。 

２ 委託者は、前項の規定にかかわらず、業務の完了前に、この契約の全部又は一部が解除

された場合において、受託者が既に業務を完了した部分（以下「既履行部分」という。）   

によって委託者が利益を受けるときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分

の完了を認めるものとする。この場合において、委託者は、当該完了を認めた既履行部分

に相応する業務委託料（以下「既履行部分業務委託料」という。）を受託者に支払わなけれ



ばならない。 

３ 前項に規定する既履行部分業務委託料は、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、

協議開始の日から１４日以内に協議が整わない場合は、委託者が定め、受託者に通知する。 

４ 受託者は、この契約が解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等

を委託者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受託者の故意又

は過失により滅失又はき損したときは、受託者は、代品を納め、若しくは原状に復して返

還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。 

５ 委託者は、第２７条又は第２８条の規定によりこの契約を解除したときは、受託者に対

して何らの損害賠償の責を負わないものとする。 

 

（秘密の保持） 

第３８条 受託者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。この契

約が終了した後も同様とする。 

 

（特許権等の使用） 

第３９条 受託者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保

護される第三者の権利（以下本条において「特許権等」という。）の対象となっている履行

方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、

委託者がその履行方法を指定した場合において、仕様書等に特許権等の対象である旨の明

示がなく、かつ、受託者がその存在を知らなかったときは、委託者は、受託者がその使用

に関して要した費用を負担しなければならない。 

 

（暴力団の排除のための協力） 

第４０条 受託者は、業務の履行にあたって暴力団員等による不当な行為を受けたときは、

委託者に報告するとともに、管轄警察署への通報その他の暴力団の排除のために必要な協

力を行わなければならない。 

２ 受託者は、この契約に関する再委託契約その他の契約に際しては、当該契約の相手方に

対し、当該契約に係る業務の履行に当たって暴力団員等による不当な行為を受けたときは、

受託者を通じて委託者に報告するとともに、管轄警察署への通報その他の暴力団の排除の

ために必要な協力を行うよう求めなければならない。 

 

（最低賃金法等の遵守） 

第４１条 受託者は、業務の履行にあたっては、最低賃金法（昭和３４年法律第１３７号）

等の労働関係諸法その他関連する法令を遵守しなければならない。 

 

（規則の遵守） 

第４２条 受託者は、業務の履行に当たっては、この契約に定めるもののほか、浜松市契約

規則（昭和３９年浜松市規則第３１号）を遵守しなければならない。 



 

（温室効果ガスの削減） 

第４３条 受託者は、業務の履行に当たっては、浜松市地球温暖化対策実行計画に基づき、

温室効果ガスの排出削減に努めるものとする。 

 

（雑則） 

第４４条 この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる言語は、日本語とする。 

２ この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。 

３ この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の

定めがある場合を除き、計量法（平成４年法律第５１号）に定めるものとする。 

４ この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、民法（明治２９年法律第８９

号）及び商法（明治３２年法律第４８号）の定めるところによるものとする。 

５ この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。 

６ この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、委託者の事務所の所在地を管

轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。 

 

（協議） 

第４５条 この契約の定める事項について疑義が生じたとき又はこの契約に定めのない事項

については、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。 

 



 
 

産業廃棄物収集・運搬及び処分に関する特約条項 

 

（法令の遵守） 

第１条 委託者及び受託者は、処理業務の遂行にあたって廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭

和４５年法律１３７号）を遵守するものとする。 

 

（受託者の事業範囲） 

第２条 受託者の事業範囲は以下のとおりであり、受託者はこの事業範囲を証するものとして、

許可証の写しを委託者に提出し、本契約書に添付するものとし、下記に記載の許可事項に変更

があったときは、受託者は速やかにその旨を委託者に書面をもって通知するとともに、変更後

の許可証の写しを委託者に提出する。 

 

◎収集運搬に関する事業範囲 

〔産業廃棄物〕 
許可都道府県・政令市：         許可都道府県・政令市：         
許 可 の 有 効 期 限          ：         許 可 の 有 効 期 限          ：         
事 業 範 囲          ：         事 業 範 囲          ：         
許 可 の 条 件          ：         許 可 の 条 件          ：         
許 可 番 号          ：         許 可 番 号          ：         

 
◎処分に関する事業範囲 

〔産業廃棄物〕             〔特別管理産業廃棄物〕 
許可都道府県・政令市：        許可都道府県・政令市：        
許 可 の 有 効 期 限          ：         許 可 の 有 効 期 限          ：         

事 業 区 分          ：        事 業 区 分          ：        
産 業 廃 棄 物 の 種 類          ：        産 業 廃 棄 物 の 種 類          ：        
許 可 の 条 件          ：        許 可 の 条 件          ：        
許 可 番 号          ：        許 可 番 号          ：        

 

（委託する産業廃棄物の種類、数量及び業務委託料） 

第３条 委託者が、受託者に収集・運搬及び処分を委託する産業廃棄物の種類、数量及び業務委

託料は、次のとおりとする。 

◎収集・運搬に関する種類、数量及び契約金額 

種  類 ：廃プラスチック 金属くず     ガラス等くず   

数  量 ： 750 ㎥／年   525 ㎥／年    225 ㎥／年   

業務委託料 ：  金        円   
          （うち取引に係る消費税及び地方消費税の額          円） 

 

◎処分に関する種類、数量及び契約金額 

種  類 ：廃プラスチック 金属くず    ガラス等くず  

数  量 ： 750 ㎥／年   525 ㎥／年   225 ㎥／年  

業務委託料 ：  金        円   
          （うち取引に係る消費税及び地方消費税の額          円） 

 



 
 

（中間処分の場所、方法及び処理能力） 

第４条 受託者は、委託者から委託された第３条の産業廃棄物を次のとおり処分する。 

事業場の名称       ：                          
所 在 地       ：                                             
処 分 の 方 法       ：                                             
施設の処理能力：                          
 

（最終処分の場所、方法及び処理能力） 

第５条 委託者から、受託者に委託された産業廃棄物の最終処分（予定）を次のとおりとする。 

事業場の名称 所在地 処分方法 施設の処理能力 

    

    

    

    

    

    

 

（収集・運搬過程における積替保管）（注：契約の実情に応じて下記の①②③のいずれかを選

択すること） 

第６条 

①受託者は、委託者から委託された産業廃棄物の積替えを行わない。 

②受託者は、委託者から委託された産業廃棄物の積替保管を行う。積替保管は法令に基づきか

つ、頭書で定める履行期間内に確実に収集・運搬できる範囲で行う。この場合安定型産業廃棄

物は、他の安定型産業廃棄物と混合することがあり得るものとする。 

③受託者は、委託者から委託された産業廃棄物の積替保管を行う。積替保管は法令に基づきか

つ、頭書で定める履行期間内に確実に収集・運搬できる範囲で行う。この場合受託者は本契約

に係る産業廃棄物を他人の産業廃棄物と混合してはならない。 

積替保管施設に搬入できる産業廃棄物の種類：                            

積替保管施設の所在地：                                        

積替保管施設の保管上限：                                         

 

（適正処理に必要な情報の提供） 

第７条 委託者は、産業廃棄物の適正な処理のために必要な以下の情報を、あらかじめ書面をも

って受託者に提供しなければならない。 

（1）産業廃棄物の発生工程 

（2）産業廃棄物の性状及び荷姿 

（3）腐敗、揮発等性状の変化に関する事項 

（4）混合等により生ずる支障 

（5）日本工業規格C0950号に規定する含有マークが付された廃製品の場合には、含有マーク

表示に関する事項 

（6）石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物、水銀含有ばいじん等又は特定産業廃棄



 
 

物が含まれる場合は、その事項 

（7）その他取扱いの注意事項 

 

２ 委託者は、この契約の有効期間中、適正な処理及び事故防止並びに処理費用等の観点から、

委託する産業廃棄物の性状等の変更があった場合は、受託者に対し速やかに書面をもってその

変更の内容及び程度の情報を通知する。 

 
（委託業務完了報告） 

第８条 受託者は委託者から委託された産業廃棄物の業務が終了した後、直ちに業務完了報告書

を提出するとともに、収集・運搬業務については、それぞれの運搬区間に応じたマニフェスト

Ｂ２票、（積替保管を経由する場合には、Ｂ４票、Ｂ６票）、処分業務についてはマニフェス

トＤ票、Ｅ票又は電子マニフェストの運搬終了報告、処分終了報告及び最終処分終了報告の紙

出力を作成し、委託者に提出する。 

 

（業務の一時停止） 

第９条 受託者は、委託者から委託された産業廃棄物の適正処理が困難となる事由が生じたとき

は、業務を一時停止し、直ちに委託者に当該事由の内容及び、委託者における影響が最小限と

なる措置を講ずる旨を書面により通知する。委託者はその間は、新たな処理の委託は行わない

こととする。 

２ 委託者は受託者から前項の通知を受けたときは、速やかに現状を把握した上で、適切な措置

を講ずるものとする。 

 

（契約解除の場合の措置） 

第１０条 委託者又は受託者から契約を解除した場合においては、本契約に基づいて委託者から

引き渡しを受けた廃棄物の処理が未だに完了していないものがあるときは、委託者又は受託者

は、次の措置を講じなければならない 

 （１）受託者の義務違反により委託者が解除した場合 

受託者は、解除された後も、その廃棄物に対する本契約区分に基づく受託者の業務を遂

行する責任は免れないことを承知し、その残っている廃棄物についての収集・運搬の業

務を自ら実行するか、もしくは委託者の承諾を得た上で、許可を有する別の業者に自己

の費用をもって行わせなければならない。 

 （２）委託者の義務違反により受託者が解除した場合 

 受託者は委託者に対し、委託者の義務違反による損害の賠償を請求するとともに、受

託者のもとにある未処理の廃棄物を、委託者の費用をもって当該廃棄物を引き取るこ

とを要求し、もしくは受託者の費用負担をもって委託者方に運搬した上、委託者に対

し当該運搬の費用を請求することができる。 



（一括）産業廃棄物収集・運搬及び再生処分業務（中央区）仕様書 

 

 

１ 業務目的 

   浜松市立小学校、中学校及び幼稚園（中央区）から排出される産業廃棄物を収

集運搬し、再生または処分を目的とする業務である。 

 

２ 業務内容 

 (1) 収集品目   大型ごみ・家電製品（家電リサイクル法で対象になる４品目の 

家電製品を除く。）・金属製ごみ 

例：児童用机・椅子、スチール製ロッカー、事務机、 

ラジカセ、運動器具等 

 (2) 予定数量   約１，５００㎥ 

 (3) 廃棄物の種類 廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず 

及び陶磁器くず 

 (4) 業務の期間  令和８年４月１日～令和９年３月３１日 

 (5) 収集の場所  浜松市立小・中学校及び幼稚園 

 (6) 再生・処分  収集した廃棄物は廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず、 

コンクリートくず及び陶磁器くずに分解・分別すること。 

廃プラスチック類、金属くずは、再生資源としてリサイクルで

     きるよう努めること。その他の廃棄物は適正に処分すること。 

 (7) 報告     業務完了後、業務完了報告書及び実施報告書を提出すること。 

 

３ 収集の場所について 

 (1) 収集現場の清潔の保持に努めること。 

 (2) 運搬に際し、廃棄物の飛散、流出がないよう措置すること。 

 (3) 園・校内搬入出に際しては園児・児童生徒に事故のないよう、特に留意する 

こと。 

 (4) 施設管理担当者から施設運営上の指示があったときには、速やかにその指示 

に従うこと。 

 

４ その他 

(1) 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び関係法令を遵守すること。 

(2) 収集運搬後、電子マニフェスト（JWNET）にて処理を行うことを基本とする。 

ただし、電子マニフェストによる処理が困難な場合には、協議のうえ対応する 

ものとする。 

 (3) 回収する際は、事前に園・学校と調整し、廃棄物の種類及び量を確認すること。 

(4) 受託者は、委託者の指示した作業日程に従い、収集するものとする。 

 (5) 作業期日は厳守すること。 



別紙　産業廃棄物収集場所（中央区）

小学校 60校

No. 学校名 所在地

1 浜松市立西小学校 浜松市中央区鴨江町70番地の1

2 浜松市立東小学校 浜松市中央区中央二丁目2番1号

3 浜松市立県居小学校 浜松市中央区東伊場二丁目5番1号

4 浜松市立相生小学校 浜松市中央区向宿三丁目8番1号

5 浜松市立竜禅寺小学校 浜松市中央区龍禅寺町844番地

6 浜松市立追分小学校 浜松市中央区布橋一丁目9番1号

7 浜松市立佐藤小学校 浜松市中央区佐藤二丁目32番1号

8 浜松市立広沢小学校 浜松市中央区広沢二丁目51番1号

9 浜松市立曳馬小学校 浜松市中央区曳馬一丁目1番35号

10 浜松市立萩丘小学校 浜松市中央区幸五丁目12番1号

11 浜松市立富塚小学校 浜松市中央区富塚町1803番地

12 浜松市立浅間小学校 浜松市中央区西浅田二丁目12番1号

13 浜松市立上島小学校 浜松市中央区上島一丁目21番1号

14 浜松市立鴨江小学校 浜松市中央区西伊場町4番1号

15 浜松市立船越小学校 浜松市中央区船越町29番1号

16 浜松市立城北小学校 浜松市中央区住吉一丁目23番1号

17 浜松市立花川小学校 浜松市中央区花川町781番地

18 浜松市立葵が丘小学校 浜松市中央区高丘東三丁目51番1号

19 浜松市立泉小学校 浜松市中央区泉一丁目16番1号

20 浜松市立佐鳴台小学校 浜松市中央区佐鳴台三丁目31番1号

21 浜松市立瑞穂小学校 浜松市中央区高丘北三丁目15番8号

22 浜松市立富塚西小学校 浜松市中央区富塚町3541番地

23 浜松市立葵西小学校 浜松市中央区葵西二丁目25番1号

24 浜松市立双葉小学校 浜松市中央区海老塚二丁目5番1号

25 浜松市立中部小学校 浜松市中央区松城町108番地の1

26 浜松市立蒲小学校 浜松市中央区神立町5番地

27 浜松市立和田小学校 浜松市中央区薬師町273番地の2

28 浜松市立与進小学校 浜松市中央区天王町1351番地

29 浜松市立豊西小学校 浜松市中央区豊西町1551番地

30 浜松市立笠井小学校 浜松市中央区笠井町1050番地

31 浜松市立中ノ町小学校 浜松市中央区中野町427番地の1

32 浜松市立積志小学校 浜松市中央区積志町1497番地の1

33 浜松市立大瀬小学校 浜松市中央区大瀬町2218番地

34 浜松市立中郡小学校 浜松市中央区中郡町915番地

35 浜松市立与進北小学校 浜松市中央区市野町2715番地

36 浜松市立有玉小学校 浜松市中央区有玉南町614番地

37 浜松市立和田東小学校 浜松市中央区安間町437番地の2

38 浜松市立白脇小学校 浜松市中央区寺脇町431番地

39 浜松市立新津小学校 浜松市中央区新橋町777番地

40 浜松市立河輪小学校 浜松市中央区東町333番地

41 浜松市立芳川小学校 浜松市中央区芳川町206番地の1

42 浜松市立飯田小学校 浜松市中央区飯田町978番地

43 浜松市立砂丘小学校 浜松市中央区白羽町2512番地

44 浜松市立芳川北小学校 浜松市中央区頭陀寺町1046番地の1

45 浜松市立可美小学校 浜松市中央区若林町1748番地

46 浜松市立南の星小学校 浜松市中央区西島町1１４８番地の１

47 浜松市立神久呂小学校 浜松市中央区神ケ谷町3490番地



48 浜松市立入野小学校 浜松市中央区入野町8757番地

49 浜松市立伊佐見小学校 浜松市中央区伊左地町5644番地

50 浜松市立和地小学校 浜松市中央区湖東町2005番地

51 浜松市立篠原小学校 浜松市中央区篠原町10300番地

52 浜松市立庄内小学校 浜松市中央区庄内町100番地

53 浜松市立村櫛小学校 浜松市中央区村櫛町2551番地

54 浜松市立西都台小学校 浜松市中央区西鴨江町1106番地

55 浜松市立大平台小学校 浜松市中央区大平台三丁目6番1号

56 浜松市立舞阪小学校 浜松市中央区舞阪町舞阪76番地

57 浜松市立雄踏小学校 浜松市中央区雄踏町宇布見7997番地の1

58 浜松市立三方原小学校 浜松市中央区三方原町682番地

59 浜松市立豊岡小学校 浜松市中央区豊岡町22番地

60 浜松市立初生小学校 浜松市中央区初生町1001番地の2

中学校 33校

No. 学校名 所在地

1 浜松市立西部中学校 浜松市中央区鴨江二丁目17番1号

2 浜松市立南部中学校 浜松市中央区龍禅寺町706番地

3 浜松市立北部中学校 浜松市中央区文丘町28番1号

4 浜松市立中部中学校 浜松市中央区松城町108番地の1

5 浜松市立八幡中学校 浜松市中央区野口町1533番地

6 浜松市立曳馬中学校 浜松市中央区曳馬四丁目2番15号

7 浜松市立江西中学校 浜松市中央区神田町123番地

8 浜松市立蜆塚中学校 浜松市中央区蜆塚二丁目15番1号

9 浜松市立高台中学校 浜松市中央区住吉五丁目19番1号

10 浜松市立開成中学校 浜松市中央区高丘北一丁目15番20号

11 浜松市立佐鳴台中学校 浜松市中央区佐鳴台三丁目32番1号

12 浜松市立富塚中学校 浜松市中央区富塚町460番地の1

13 浜松市立天竜中学校 浜松市中央区龍光町43番地

14 浜松市立与進中学校 浜松市中央区市野町1405番地の1

15 浜松市立笠井中学校 浜松市中央区笠井町1055番地

16 浜松市立積志中学校 浜松市中央区有玉北町1200番地

17 浜松市立丸塚中学校 浜松市中央区丸塚町1050番地

18 浜松市立中郡中学校 浜松市中央区中郡町897番地

19 浜松市立東部中学校 浜松市中央区飯田町1038番地

20 浜松市立新津中学校 浜松市中央区新橋町748番地

21 浜松市立南陽中学校 浜松市中央区芳川町80番地

22 浜松市立江南中学校 浜松市中央区江之島町1266番地の3

23 浜松市立東陽中学校 浜松市中央区西町700番地

24 浜松市立可美中学校 浜松市中央区増楽町700番地

25 浜松市立神久呂中学校 浜松市中央区大久保町6633番地

26 浜松市立入野中学校 浜松市中央区入野町17059番地

27 浜松市立湖東中学校 浜松市中央区佐浜町4540番地

28 浜松市立篠原中学校 浜松市中央区篠原町20200番地の1

29 浜松市立庄内中学校 浜松市中央区庄内町100番地

30 浜松市立舞阪中学校 浜松市中央区舞阪町舞阪4601番地

31 浜松市立雄踏中学校 浜松市中央区雄踏町宇布見9595番地

32 浜松市立北星中学校 浜松市中央区初生町1305番地

33 浜松市立三方原中学校 浜松市中央区豊岡町196番地



幼稚園 24園

No. 園名 所在地

1 浜松市立花川幼稚園 浜松市中央区花川町 1908番地の1

2 浜松市立和田幼稚園 浜松市中央区薬師町291番地

3 浜松市立与進幼稚園 浜松市中央区市野町2404番地の1

4 浜松市立豊西幼稚園 浜松市中央区豊西町1551番地

5 浜松市立笠井幼稚園 浜松市中央区笠井町478番地の1

6 浜松市立中ノ町幼稚園 浜松市中央区中野町427番地の1

7 浜松市立万斛幼稚園 浜松市中央区中郡町895番地

8 浜松市立有玉幼稚園 浜松市中央区有玉南町585番地

9 浜松市立橋爪幼稚園 浜松市中央区西ケ崎町1067番地

10 浜松市立南の星幼稚園 浜松市中央区西島町1148番地の1

11 浜松市立芳川幼稚園 浜松市中央区芳川町 190番地

12 浜松市立白脇幼稚園 浜松市中央区寺脇町 230番地

13 浜松市立飯田幼稚園 浜松市中央区飯田町 1014番地

14 浜松市立可美幼稚園 浜松市中央区増楽町 1199番地

15 浜松市立神久呂幼稚園 浜松市中央区神ケ谷町7888番地

16 浜松市立伊佐見幼稚園 浜松市中央区伊左地町5番地

17 浜松市立和地幼稚園（閉園） 浜松市中央区和地町1833番地の2

18 浜松市立北庄内幼稚園 浜松市中央区舘山寺町110番地の6

19 浜松市立村櫛幼稚園 浜松市中央区村櫛町3195番地

20 浜松市立舞阪幼稚園（閉園） 浜松市中央区舞阪町舞阪　2668番地の33

21 浜松市立雄踏幼稚園 浜松市中央区雄踏町宇布見　7406番地

22 浜松市立豊岡幼稚園 浜松市中央区豊岡町22番地

23 浜松市立三方原幼稚園 浜松市中央区三方原町284番地の7

24 浜松市立初生幼稚園 浜松市中央区初生町991番地



◆施設支払い内訳

1 契約金額 金 　　　　　 円/１㎥当り

 （うち消費税及び地方消費税の額　　　 円/1㎥当り）

2 施設内訳 別紙　産業廃棄物収集場所（中央区）のとおり

◆特記事項

１　業務予定表等の提出

業務を遂行するにあたっては、あらかじめ「業務予定表等」を施設主管課に提出し、承諾を受けること。

2　業務完了報告書・業務実施報告書の提出

一定の業務を完了したときは、業務完了報告書及び実施報告書を施設主管課へ提出すること。

3　業務従事責任者の届出

(1)業務を実施するにあたり、施設主管課へ業務従事責任者を届出する。

(2)業務従事責任者は、全ての従事者の指揮・監督をし、業務の監理を行う。

(3)業務従事責任者又は全ての従事者に法的な技術的資格等を必要とする場合は、その有する資格を

   施設主管課へ届け出するものとする。

(4)前記(3)について、すべての従事者についても、これを準用する。

4　業務従事者の心得

業務に従事する者は、次の事項に十分留意すること。

(1)業務の処理上知り得た秘密は、他人に漏らしてはならない。

(2)業務責任者は、施設管理担当者から施設運営上の指示があったときには、速やかにその指示に従うこと。

(3)粗暴な言動は、厳に慎むこと。

(4)当該施設及び施設敷地内での拾得物があったときは、速やかに届出ること。

(5)当該施設及び施設周辺での異常等に気付いた場合には、直ちに施設主管課へ通報すること。

(6)業務中は、その所属する会社等の指定する制服・名札を着用するとともに、常に清潔な身だしなみとすること。

施設主管課 施設名 内訳額

学校教育部教育施設課
（浜松市中央区中央一丁目2番1号
イーステージ浜松オフィス棟6階）

小学校（西小学校ほか59校）

学校教育部教育施設課
（浜松市中央区中央一丁目2番1号
イーステージ浜松オフィス棟6階）

中学校（西部中学校ほか32校）

こども家庭部幼保運営課
（浜松市中央区鍛冶町100番地の1
　ザザシティ浜松中央館5階）

幼稚園（花川幼稚園ほか23園）


